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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  なお執行部では、栗原会計課長が、病気療養のため欠席しております。 

  ただいまから、令和４年第３回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  なお、常任委員会の閉会中の調査結果は、タブレットにメールで送信したとおり

でございます。 

  それでは、これより日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則１２７条の規定により、議長において、１番、岩下

勝正議員、２番、藤木高裕議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１５日までの１１日間にしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  したがいまして、会期は本日から９月１５日までの１１日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第３１号から議案第４３号までの計

１３議案が提出されております。 

  それでは、議案第３１号から議案第４３号までを一括議題とします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  本日、令和４年第３回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  ９月に入って少し気温も下がり、過ごしやすくなってまいりました。台風１１号

の動向が気になるところでございますが、季節は初秋でございます。 

  ７月８日に凶弾に倒れ、逝去されました安倍晋三元総理大臣に対し、心から哀悼
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の意を表します。 

  地方創生という、地方に対する経済政策を、具体的に提案・推進いただくととも

に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、地方の人口政策をテーブルに

上げ、地方自治の重要性を、経済・金融界をはじめ、多方面に知らしめていただい

た功績は、大変大きかったと考えます。 

  ９月２７日（火）にとり行われる予定の国葬の日は、静かな心で臨むとともに、

毎日掲げております役場、クリエイト篠栗、オアシス篠栗の国旗・町旗を、半旗に

して弔意を表したいと存じます。 

  今年は、九州では大きな豪雨災害は発生しませんでしたが、東北・北陸各地で何

度も豪雨災害が発生いたしました。 

  改めて、豪雨災害でお亡くなりになられた皆様に、心から哀悼の意を表しますと

ともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 

  また、これから台風シーズンでございます。災害に対する備えをしっかりとして

まいります。 

  次に、新型コロナ関連について申し上げます。 

  ご承知のように、７月２２日に福岡県独自の「福岡コロナ特別警報」が発動され

て以来、第７波の鎮静化はなかなか進んでおりません。 

  私も、７月２７日に陽性となり８月６日（土）まで自宅療養をしておりました。 

  職員全体でも、累計で３０人を超える陽性者が出ておりますが、出勤可能な職員

で、役場の事務が滞らないよう、各課協力して対応しているところでございます。 

  また、粕屋保健福祉事務所への保健師応援につきましては、１市７町から毎週２

名ずつ派遣しておりまして、８月２３日からの１週間、篠栗町からも派遣をいたし

ました。今後、派遣要請が継続しそうであれば、また順番で派遣することとしてお

ります。 

  こうした中、糟屋郡での感染者数は、９月３日現在で４万９,７２１人となって

おり、現在も、毎日数百人単位で増加しております。令和３年９月６日現在で、３,

３９１人と報告しておりましたから、その後１年の特に７月以降のオミクロン株Ｂ

Ａ.５の感染拡大は、爆発的であったと改めて実感しております。 

  粕屋保健福祉事務所からは、令和４年７月１３日に、６月までの篠栗町の累計感

染者数は約２,７００人であるとの報告を受けましたが、その後、連絡はございま

せん。町内の陽性者数も、その後大きく上昇しているものと思われますが、正確に

は把握出来ておりません。 
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  粕屋保健福祉事務所の業務の繁忙ぶりがうかがわれるところでございます。 

  これまでも申し上げておりましたが、正確な人数を把握することが、難しい状況

であることをお察しください。 

  今年度も残念ながら、各区での敬老会は中止をお願いし、小学校の運動会は体育

発表会と形式を変えて、９月２７日午前中に開催することとしております。金婚式、

文化祭、ささリンピックなど、町民の皆様が楽しみにしていただいている交流の場

としての行事につきましては、規模の縮小や開催方法を工夫して、開催予定でござ

います。 

  例年８月末に受けておりました監査報告会についてでございますが、決算監査は

完了しておりますが、業務監査につきましては、より丁寧に監査をいただくことと

し、今年度以降、１１月末をめどに報告会を受けるということになりました。監査

報告会において、監査委員から、今後に向けた課題もご提示いただくことと思いま

すので、詳細は１２月議会定例会の場で御報告いたします。 

  以上で、諸情勢報告を終わります。 

  それでは、本定例会に提案しております、議案第３１号から議案第４３号までの、

１３議案について説明をいたします。 

  議案第３１号は、「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であり

ます。 

  本議案は、現委員であります松本秀治氏が、令和４年９月３０日をもって任期満

了となるため、同氏の再任について、地方税法第４２３条第３項の規定により、議

会の同意を求めるものでございます。 

  議案第３２号は、「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であり

ます。 

  本議案も、現委員であります村嶋茂則氏が、令和４年９月３０日をもって任期満

了となるため、同氏の再任について、地方税法第４２３条第３項の規定により、議

会の同意を求めるものであります。 

  議案第３３号は、「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」であります。 

  本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業・介護休業等育児

または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する

法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一

部を改正するものであります。 
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  改正の主な内容は、育児休業の取得回数制限の緩和等が行われることに伴い、規

定の整備を行うものでございます。 

  議案第３４号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、同報系防災行政無線親局設備更新工事について、請負契約を締結する

ため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  契約件名、同報系防災行政無線親局設備更新工事、契約の方法、随意契約、契約

金額、６,２５１万３,０００円でございます。 

契約の相手方、日本電気株式会社 九州支社 支社長 入佐 健一であります。 

  議案第３５号から議案第３８号までの４議案は、令和３年度篠栗町一般会計及び

特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付けて議会の認定に付するものであります。 

  議案第３５号は、「令和３年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定について」で

あります。 

  議案第３６号は、「令和３年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について」であります。 

  議案第３７号は、「令和３年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について」であります。 

  議案第３８号は、「令和３年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」であります。 

  以上４議案が、一般会計及び特別会計の決算認定に関する議案であります。 

  議案第３９号は、「令和３年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和３年度篠栗町水道

事業会計未処分利益剰余金５,１８８万９,７８７円のうち、４,８１０万７５０円

を建設改良積立金へ積立てし、３７８万９,０３７円を自己資本金へ組入れし、繰

越利益剰余金を０円とするもの、及び令和３年度篠栗町水道事業会計決算について、

同法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する

ものであります。 

  議案第４０号は、「令和３年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定につい」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和３年度篠栗町流域
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関連公共下水道事業会計未処分利益剰余金４,９３２万９,０４９円のうち、１,０

４２万８,８３７円を減債積立金へ積立てし、３,８９０万２１２円を自己資本金へ

組入れし、繰越利益剰余金を０円とするもの、及び令和３年度篠栗町流域関連公共

下水道事業会計決算について、同法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見

を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第４１号から議案第４３号までの３議案は、令和４年度補正予算であります。 

  議案第４１号は、「令和４年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について」で

あります。 

  当該補正予算は、令和４年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額に、それぞれ、

１１億３,４５６万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ、１１９億９,９７２万５,０００円とするものであります。 

まず、主な歳入につきましては、地方特例交付金を６１５万４,０００円、国庫

支出金を１億８,３３４万４,０００円、県支出金を３３８万２,０００円、それぞ

れ追加し、繰入金５億円を減額するものであります。 

  また、令和３年度に確定いたしました、繰越金１４億４,４７５万７,０００円、

諸収入１,０２８万７,０００円をそれぞれ追加するものであります。 

次に、主な歳出につきましては、総務費におきまして、財産管理費といたしまし

て、庁舎ブラインド及び会議室LED化工事等、１,１８３万円、企画費といたしまし

て、産業団地イベント広場整備、工事負担金、９,５００万円をそれぞれ追加する

ものであります。 

民生費におきましては、障害者福祉費といたしまして、国県支出金返還金、１,

５６７万７,０００円。児童運営費といたしまして、保育所等給食材料費補助金、

２７０万円。子ども医療対策費といたしまして、県支出金返還金、２４０万１,０

００円をそれぞれ追加するものであります。 

衛生費におきましては、予防費といたしまして、新型コロナウイルス感染による

自宅療養者への支援物資に係るサービス提供委託料、１３２万円。総合保健福祉セ

ンター運営費といたしまして、オアシス篠栗トイレ改修工事費を２,９２６万円。

環境衛生費といたしまして、地域再エネ導入戦略策定事業費、１,３７１万７,００

０円。新型コロナウイルスワクチン接種事業費といたしまして、ワクチン接種事業

関連で、３,９０１万９,０００円をそれぞれ追加するものであります。 

土木費におきましては、道路橋梁費といたしまして、池の端線道路防災工事及び

城戸地区歩道整備工事に１,８７０万円を追加するものであります。 
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教育費におきましては、事務局費といたしまして、学校給食費補助金、８,６９

３万５,０００円。各小中学校費といたしまして、感染対策消耗品及び修学旅行バ

ス借上料、７０８万５,０００円。篠栗北中学校費といたしまして、防球ネット修

繕工事費、１９９万６,０００円を追加するものであります。 

諸支出金におきましては、基金費といたしまして、財政調整基金積立金に８億円

を追加するものであります。 

債務負担行為につきましては、須恵町外二ケ町清掃施設組合負担金について、期

間を令和４年度から令和１３年度とし、１,３８４万２,０００円を追加するもので

あります。 

最後に、地方債につきましては、借入れ限度額を変更するものといたしまして、 

臨時財政対策債を１,７１０万１,０００円減額し、防災対策事業債１,１００万円

を追加するものであります。 

  議案第４２号は、「令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について」であります。 

  当該補正予算は、令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、前年度繰越金

の確定等に伴い、歳入歳出それぞれ４１１万２,０００円を追加し、予算総額を歳

入歳出それぞれ２７億７,７３０万円とするものであります。 

  議案第４３号は、「令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、令和３年度

の保険料・滞納繰越額の確定に伴う保険料等負担金の補正により、歳入歳出それぞ

れ５０６万３,０００円を追加し、予算総額を、歳入歳出それぞれ４億５,１３０万

７,０００円とするものであります。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案等の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第３１号から議案第４３号までの１３議案を一括議題といたします。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議案第３１号及び議案第３２号は人
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事案件でございますので、委員会への付託は省略し、本日の日程といたします。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたしました。 

  次に、議案第３３号及び議案第３４号の２議案につきましては、タブレットに掲

載の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第３５号から議案第４０号までの決算認定については、議長及び議会

選出の監査委員を除く１０人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託した

いと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第４１号から議案第４３号の補正予算については、議長を除く１１人

で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、決算特別委員会の正副委員長については、申合せにより、委員長は、７番、

栗須信治議員、副委員長は、５番、古屋宏治議員です。 

  また、予算特別委員会の正副委員長については、委員長は、５番、古屋宏治議員、

副委員長は、７番、栗須信治議員です。 

  最後に、報告２件については、決算審査終了後に、全員で報告を受けたいと思い

ます。 

  日程第５、議案第３１号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選定について」

を議題といたします。 
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  ここでお諮りします。 

  日程第５、「議案第３１号」と日程第６「議案第３２号」の２議案については、

関連議案でございます。 

  会議規則第３７条の規定によりまして、一括議題とし、２議案一括して説明を受

け、採決については１議案ごとに行いたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  したがいまして、議案第３１号と議案第３２号の２議案を一括議題といたします。 

  ２議案一括して、田村総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（田村 明広） それでは議案の説明をいたします。 

  議案第３１号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

次の者を、篠栗町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  住所 篠栗町大字若杉３７６番地１１０  

氏名 松本秀治 

生年月日 昭和３０年１０月１６日 

令和４年９月５日提出、篠栗町長 三浦 正 

提案理由、現委員の松本秀治氏が、令和４年９月３０日をもって任期満了となる

ため。 

  次のページに、履歴書を添付しておりますので御参照ください。 

  なお、任期は令和４年１０月１日から令和７年９月３０日まででございます。 

  続きまして、議案第３２号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て」 

次の者を、篠栗町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

住所 篠栗町中央三丁目８番２１号 

氏名 村嶋茂則  

生年月日 昭和３２年９月８日 

令和４年９月５日提出、篠栗町長 三浦 正 

提案理由、現委員の村嶋茂則氏が、令和４年９月３０日をもって任期満了となる
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ため。 

  次のページに、履歴書を添付しておりますので御参照ください。 

  なお、任期は令和４年１０月１日から令和７年９月３０日まででございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの総務課長の説明に対し、一括して質疑を許可いた

します。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております２議案は、人事案件でございますので、討論は省

略したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 

  まず、日程第５、議案第３１号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて」本案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３１号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第６、議案第３２号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

本案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治）全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３２号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１０時２７分 

 

 

 


